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国
会
は
、
会
期
ご
と
に
順
次
第
何
回
国
会
と
称
す
る

昭
和
二
十
二
年
五
月
二
十
日
初
め
て
召
集
さ
れ
た
国
会
を
「
第
一
回
国
会
」
と
呼
び
、
以
後
国
会
は
、
常
会
、
臨
時
会
、

特
別
会
を
問
わ
ず
、
会
期
ご
と
に
順
次
回
数
を
追
っ
て
第
何
回
国
会
と
称
す
る
。

（
注
）
昭
和
二
十
二
年
五
月
十
九
日
本
院
及
び
衆
議
院
の
各
派
交
渉
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
国
会
の
称
呼
に
つ
き
こ
の
旨
の
決
定

が
あ
っ
た
。 

 

な
お
、
召
集
詔
書
が
公
布
さ
れ
た
が
、
衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
開
か
れ
な
か
っ
た
常
会
に
つ
い
て
は
、
回
数
を
付
さ
な
い
。
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